
岩手県地球温暖化対策実行計画に掲げる施策の見直し概要 
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森林吸収源対策 

二酸化炭素の排出抑

制対策 

その他の温室効果ガ

ス排出削減対策 

環境学習の推進 

再生可能エネルギー

の地産地消 

再生可能エネルギー

の事業化と産業連携 

導入に向けた環境整

備等 

ア 民生家庭部門 

■ 省エネルギー活動の推進 
■ エネルギー消費実態把握の支援 
■ 住宅における省エネルギー化の普及促進 
■ 高効率機器・再生可能エネルギー設備の導入促進 
■ 次世代自動車の導入促進とエコドライブの推進 
■ 消費行動の中で省エネルギー活動を促す取組 

イ 産業部門・民生業務部門 
■ 環境経営等の促進 
■ 省エネルギー活動の促進 
■ 産学官連携による環境関連産業の振興 
■ 消費者と連携した省エネルギー活動を促す取組 

ウ 運輸部門 
■ 次世代自動車の導入促進 
■ 自動車の適切な運転（エコドライブ）の推進 
■ 公共交通機関等の利用促進 
■ 県内港湾や鉄道利用による貨物輸送へのモーダル
シフト促進 

エ まちづくり 
■ 環境にやさしいコンパクトなまちづくりの推進 
■ スマートコミュニティの形成 
■ 緑化等の推進 

オ 廃棄物対策 
■ ごみの発生・排出の抑制、リサイクルの促進 
■ 循環型社会を形成するビジネス・技術の振興支援 

■ フロン類の回収・破壊処理の促進 
■ メタン、一酸化二窒素等の排出抑制対策の促進 

■ 学校における環境学習の推進 
■ 多様で身近な環境学習機会の提供、支援 

■ 防災拠点や住宅、事業所等への導入促進 
■ 産業分野における導入促進 
■ 多様なエネルギー資源の活用 
■ 自立・分散型エネルギー供給体制の構築 

■ 大規模発電施設の立地促進 
■ 関連設備や技術の導入促進、関連産業との連携 

■ 関係機関への制度要望 
■ 情報提供や普及啓発 
■ 環境付加価値の利活用 

■ 健全な森林の整備 
■ 県産木材の利用促進 
■ 県民や事業者の参加による森林づくりの推進 
■ 木質バイオマス資源の利活用の促進 

① 賦存量が全国的に優位な風力発電や地熱発電の立地

促進が必要 
② 地域の観光や地場産業振興等と相まった導入促進が

必要 

○ 製造から廃棄までの包括的な対策への対応が必要 

ア 民生家庭部門 

① 基準年比で排出量が増加基調。普及啓発活動を強化

し、排出削減対策を一層促進することが必要 
② エネルギー消費実態の把握に向けた支援の継続と

ともに、消費実態の把握を契機とした生活スタイルの

転換を促す取組が必要 
イ 産業部門・民生業務部門 

① 環境マネジメント保有企業の増加に向けた取組の

促進が必要 
② 中小事業者におけるエネルギー使用量の実態把握

の取組支援と高効率機器や再エネ設備の導入促進が

必要 
ウ 運輸部門 
① エコドライブの実践を促すよう、啓発活動の強化と

ともに、普及員の派遣による講習会等の開催支援が必

要 
② 市町村やバス事業者との連携による公共交通の利

用促進を図ることが必要 
エ まちづくり 
○ スマートコミュニティの実現を目指す市町村と連携した

取組が必要 
オ 廃棄物対策 
○ 廃棄物の発生抑制を第一とする３Ｒと、自県（圏）

処理を原則とする適正処理の推進が必要 

■普及啓発の強化とともに、高効率機器・再生可能
エネルギー設備等の導入を促進 

■事業者の省エネルギー活動の促進や産学官金の連
携による環境産業の振興 

ア 民生家庭部門 
☆「温暖化防止いわて県民会議」を中心とした省
エネ・節電等の普及啓発の強化 

★ 温暖化防止フェアの開催による省エネ・節電
等の総合的な情報発信 

☆ 家庭のエネルギー使用量の実態把握を通じた
高効率機器等への転換に向けた意識醸成 

イ 産業部門・民生業務部門 
★ 中小事業者を対象としたエネルギー管理シス
テム導入支援の実施 

☆ 夏季及び冬季の省エネルギーキャンペーンに
よる取組促進 

☆ 産業部門での地域エネルギーの有効活用の推
進と、環境関連産業等への参入支援 

ウ 運輸部門 
☆ 次世代自動車普及に向けたインフラ整備支援 
★ 公共交通の利用促進に向けた待合環境の整備
の促進 

エ まちづくり 
☆ スマコミの実現に向けた市町村との連携強化 

オ 廃棄物対策 
☆ 適正処理の推進に向けた支援の実施 

☆：現行取組の強化、★：新たな取組 

■風力・地熱等の大規模発電施設の立地促進 

★ 風力発電導入構想（H27.3県策定）に基づく導入
促進や洋上風力発電施設等の整備に向けた働きか
けの強化 

☆ 地場企業の参入促進 

☆ 送電網の接続制約の解消に向けた要望の強化 
☆ いわて再生可能エネルギーポータルサイト等に
よる情報提供の充実 

★ 再生可能エネルギーによる水素エネルギー利活
用ニーズなど本県における活用可能性の検討 

主 な 課 題 

○ 環境副読本の配付等を通じた環境学習の推進が必要 

① 災害に強いまちづくりに向け、防災拠点となる施設へ

の再生可能エネルギー設備の導入促進が必要 
② 東日本大震災津波被災者の住宅再建支援としての、太

陽光発電設備設置補助を継続することが必要 
③ 災害に強いまちづくりや地域振興の視点も加味し、自

立・分散型エネルギー供給体制の構築を目指す市町村の課

題に応じた支援が必要 
④ 温泉熱やバイオガスなど熱源としての活用を促進する

ことが必要 

① 造林や間伐などによる健全な森林の整備が必要 
② 木質バイオマス利用機器の導入支援とともに、木質燃

料の安定供給体制の構築が必要 

■ ☆フロン類の排出抑制と適正処理の促進 

☆ 環境副読本の活用や地球温暖化を防ごう隊活動
などによる環境学習の充実 

☆ 防災拠点、病院等への設備導入 
☆ 被災者への継続した再建支援の実施 
☆ 多様な再生可能エネルギー資源の活用促進（温
泉熱・バイオガス等） 

☆ 「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」
に基づき森林整備を促進 

☆ 未利用間伐材等の有効利用に向けた支援 


